
1 

令和７年度補正予算（案）について 

令 和 ７ 年 １ １ 月 

消 費 者 庁 

Ⅰ．補正要求額 

約 26.3 億円 ※その他デジタル庁一括計上分として 0.9 億円

Ⅱ．主な取組概要 

１．地方消費者行政の充実・強化 

・地方消費者行政強化交付金 17.6億円 

・（独）国民生活センター運営費交付金  4.4億円 

地方の暮らしの安全・安心の確保や包括的な地域共生社会の実現に向けて、地方消費者

行政強化交付金の仕組みを見直し、消費者に身近な消費生活相談体制の強化・デジタル

化、配慮を要する消費者の見守り機能の強化、消費者教育・啓発等に取り組む地方公共団

体の取組への支援を進める。 

また、地方公共団体の消費生活相談員や職員に対する研修等を適切に行うため、国民生

活センターの関連施設・設備の改修等を行い、国民生活センターの機能の充実を図る。 

２．直面している物価高への対応 

○賃金と物価の好循環の実現のための消費者に対する普及啓発

0.4億円 

 持続的な賃金上昇に向けて、「賃金等の価格転嫁が価格上昇をもたらし、それが更なる

賃金上昇をもたらし得る」という共通理解を醸成するため、様々なコンテンツ・広報手段

により消費者への普及・啓発を行う。  

○食品ロスの削減・食品寄附の促進

・コンビニ型コミュニティパントリー導入に向けた地域課題解消実証事業   0.9億円 

・フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業 0.4億円 

 自治体・フードバンク等と連携した未利用食品の活用促進に向けたモデル事業の実施

や、令和８年度早期にフードバンクの認証制度を開始予定であることを見据え、同認証の

取得に向けた体制整備の支援を行う。  
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３．消費者を取り巻く環境変化への速やかな対応 

○超高齢化やデジタル化の進展を踏まえた消費者法制度の在り方等の検討

・消費者法制度の見直しに関する調査 0.4億円

・デジタル社会における消費者取引の適正化等事業 1.1億円 

実効性の高い消費者法制度の整備に向けた具体的な検討等を速やかに行うため、デジタ

ル技術の進展等を踏まえた消費者取引を巡る実態・影響や関連制度の調査を行うととも

に、法執行の効率化に向けたデジタル技術の活用に係る調査研究等を行う。 

○消費者の生命身体の安全確保に向けた周知啓発・調査

・重大製品事故情報の報告・公表制度の周知等  0.4億円 

・食品安全の理解醸成に資する情報発信 0.4億円 

 改正消費生活用製品安全法の施行を踏まえ、同法に基づく重大製品事故の報告・公表に

関する制度について海外事業者等に周知啓発を実施するほか、製造物関連制度に係る米国

における対応等の調査や、食品安全の理解醸成に向けた情報発信を実施する。 

○時代に即した食品表示等の検討に資する調査

・食品表示制度のデジタル化に向けた調査 0.2億円 

・外食・中食における食物アレルギーの情報提供に関する取組の推進 0.1億円 

 分かりやすい食品表示制度の在り方の検討に向けて食品表示へのデジタルツールの活用

に関する調査を行うとともに、外食・中食事業者における食物アレルギーの情報提供に関

する取組の推進に向けた調査を実施する。 

以上 
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